
 保育料算定のための市民税額の確認方法（例）  

市民税額の確認方法は、勤務先や勤務状況等により異なります。 

次の（１）～（３）のいずれかの資料でご確認いただき、保育料の参考にしてください。 

※各見本は横須賀市での様式です。 

 

※ご注意※ 

以下の控除がある場合は、税額控除の適用を受ける前の額により決定します。 

・寄付金控除 （ふるさと納税含む） ・配当控除           ・住宅借入金等特別税額控除 

・外国税額控除              ・配当金割額控除     ・株式等譲渡所得割額控除 

 

（１）給与から市民税が天引きされている方（会社員や公務員など） 

「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書」の税額控除前所得割額④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自分で市民税を納めている方（自営業など） 

「市民税・県民税納税通知書」の市民税分－算出所得割① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 



（３）課税（非課税）証明書で確認する方法 

「市県民税（所得）証明書」の市民税－所得割額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※海外で収入がある方（米軍属など）の保育料算定方法について 

海外収入と社会保険料等を証明する書類（FormW-2）を提出していただき、日本円に換算して

算定します。 


